
別紙 

事業の許可申請の概要 

申請者 申請者の概要 

特定信書便

事業の参入

分野 

提供区域 
事業開始 

予定日 

東

北 

１ 佐々木運送 

代表者 

佐々木 桂 

設 立：－ 

住 所：宮城県栗原市高清水中の茎

29番地の２ 

資本金：－ 

事 業：貨物軽自動車運送業 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務及び 800

円超の料金

の役務 

宮城県 令和７年 

３月１日 

東

北 

２ 日星商事 

代表者 

星 一公 

設 立：－ 

住 所：宮城県石巻市蛇田字新西境

谷地 18番地 12 

資本金：－ 

事 業：貨物軽自動車運送業 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務 

宮城県 令和７年

３月１日 

関

東 

３ 

 

有限会社丸木物

流 

代表取締役 

木名瀬 学 

設 立：平成４年５月 21日 

住 所：茨城県水戸市河和田一丁目

1535番地 44 

資本金：1,000万円 

事 業：自動車小売業、機械器具小

売業、自動車整備業、損害保

険業、不動産取引業、不動産

賃貸業・管理業、中古品小売

業、一般貨物自動車運送業、

利用運送業等 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務 

茨城県 令和７年 

３月１日 

関

東 

４ 株式会社北関東

陸送 

代表取締役 

松浦 孝徳 

設 立：平成元年 12月 14日 

住 所：埼玉県さいたま市北区宮原

町二丁目 18番地 15 

資本金：2,500万円 

事 業：一般貨物自動車運送業 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務 

埼玉県、神奈

川県 

令和７年 

３月１日 

関

東 

５ ナショナルベス

トソリューショ

ン株式会社 

代表取締役 

西村 美文 

設 立：平成 14年 10月１日 

住 所：東京都大田区東馬込二丁目

12番５号 

資本金：1,000万円 

事 業：貨物軽自動車運送業 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務及び 800

円超の料金

の役務 

東京都（離島

を除く。） 

令和７年 

４月１日 



別紙 

申請者 申請者の概要 

特定信書便

事業の参入

分野 

提供区域 
事業開始 

予定日 

関

東 

６ 株式会社日立ハ

イテクサポート 

代表取締役 

下野 禎彦 

設 立：昭和 62年４月１日 

住 所：東京都港区虎ノ門一丁目 17

番１号 

資本金：5,000万円 

事 業：他に分類されないサービス

業 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務 

茨城県 令和７年 

４月１日 

関

東 

７ 緋田運輸株式会

社 

代表取締役 

緋田 政人 

設 立：昭和 38年１月 28日 

住 所：東京都中野区本町四丁目６

番３号 

資本金：2,500万円 

事 業：一般貨物自動車運送業、貨

物軽自動車運送業、産業廃

棄物収集運搬業 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務 

群馬県、茨城

県、栃木県、

埼玉県、東京

都（離島を除

く。）、神奈川

県及び千葉

県 

令和７年 

３月１日 

関

東 

８ エヌティ陸送株

式会社 

代表取締役 

立石 義昇 

設 立：昭和 48年 11月 30日 

住 所：東京都三鷹市下連雀五丁目

９番 13号 

資本金：2,000万円 

事 業：一般貨物自動車運送業、利

用運送業（集配利用運送業

を除く） 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務 

東京都（離島

を除く。）、埼

玉県及び神

奈川県 

令和７年 

４月１日 

近

畿 

９ 株式会社リンレ

イサービス 

代表取締役 

中上 孝文 

設 立：昭和 34年３月 13日 

住 所：東京都中央区日本橋人形町

二丁目 25番 13号 

資本金：5,000万円 

事 業：その他の建物等維持管理業、

その他の事業サービス業、

管理・補助的経済活動を行

う事業所、警備業、不動産賃

貸業（貸家業、貸間業を除

く）貸事務所業・駐車場業、

床・内装工事業、産業機械器

具卸売業、労働者派遣業等 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務及び 800

円超の料金

の役務 

滋賀県 令和７年 

３月１日 

九

州 

10 栗山運送 

代表者 

栗山 近美 

設 立：－ 

住 所：長崎県平戸市志々伎町 1377

番地 

資本金：－ 

事 業：貨物軽自動車運送業 

73cm・４kg

超の信書便

物送達の役

務 

長崎県（離島

を除く。） 

令和７年 

３月１日 

 

  



別紙 

信書便管理規程の設定の認可申請の概要 
 

事業許可申請があった 10者からそれぞれ申請があり、信書便管理者の選任及び職

務、信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法、事故発生時等の措置、教育及び訓練

等の事項について規定されている。 

 

 

 

信書便管理規程の変更の認可申請の概要 

申請者の概要 主な変更内容 変更予定 

年月日 

関

東 

日本通運 

株式会社 

代表取締役 

竹添 進二郎 

設 立：昭和 12年 10月１日 

住 所：東京都千代田区神田和泉町 2

番地 

資本金：701 億 7,500万円 

事 業：自動車輸送、鉄道利用輸送、

海上輸送、船舶利用輸送、利

用航空輸送、倉庫、旅行、通

関、重量品・プラントの輸送・

建設、特殊輸送、情報処理・

解析などの物流事業全般及

び関連事業 

・社内の組織改正

に伴う役職等の

変更 

・不適正な利用の

禁止に関する条

項の新規追加 

認可の日 

 
 


	主な変更内容

